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有料広告

入れ歯に代わる新しい治療法 
インプラントに関するご相談 
お受けいたします(無料)

木村歯科医院��561-0808�(完全予約制)

インプラントセンター�

羽生市中央２-7-10(キンカ堂跡地そば)、駐車場完備 
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羽生市上村君1012－1　電話048－565－0059

消防用設備等点検、施工　地下タンク等定期点検�

１月中の救急と火災�

救　急�

火　災�

188�
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件�

件�

消えるまで�
ゆっくり火の元　にらめっ子�

中伝療術学院�
学院長・医学博士　小 林 英 男�
羽生市中岩瀬803-1　�560-3502

お問合せお申込みは、担当・小林、小島まで�

NPO法人日本福祉健康指導者協議会認定校�

～小林式特殊手技療法～�

※修了証授与、開業希望者は許可認定証授与�

受 講 生 募 集 !

県
内
16
市
で
構
成
す
る
埼
玉
県
都
市

競
艇
組
合
の
収
益
金
の
一
部
は
、
毎
年

各
市
に
交
付
さ
れ
、
市
民
の
皆
さ
ま
の

暮
ら
し
に
役
立
っ
て
い
ま
す
。

羽
生
市
で
は
、
昨
年
度
７
０
０
０
万

円
の
交
付
金
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

出
品
作
品
を
募
集
し
ま
す
。
出
品
の

際
は
、
開
催
要
項
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

▽
会
　
期

５
月
25
日
�
〜
６
月
16
日
�

(

月
曜
休
館
）

午
前
10
時
〜
午
後
５
時
30
分

※
金
曜
日
は
午
後
８
時
ま
で

▽
会
　
場

県
立
近
代
美
術
館

▽
出
品
種
目

日
本
画
、
洋
画(

版
画

を
含
む
）、
彫
刻
、
工
芸
、
書(

篆
刻
、

刻
字
を
含
む
）、
写
真
の
６
部
門

(

各
種
目
に
規
格
制
限
あ
り)

▽
応
募
資
格

15
歳
以
上
の
県
内
在
住
・

在
勤
・
在
学
者(

中
学
生
を
除
く)

▽
出
品
点
数

各
種
目
３
点
ま
で

▽
出
品
手
数
料

１
点
に
つ
き
３
０
０
０
円

▽
搬
入
期
間

５
月
７
日
�
〜
９
日
�

▽
開
催
要
項
・
申
込
書

市
生
涯
学
習
課
に
て
配
布

県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
可(

埼
玉
県
美
術
展
覧
会
で
検
索)

▽
問
い
合
わ
せ

県
教
育
局
生
涯
学
習
文
化
財
課

〈
�
０
４
８(

８
３
０)

６
９
２
１
〉

〈
Ｆ
Ａ
Ｘ
�
０
４
８(

８
３
０)

４
９
６
５
〉

第
60
回
記
念
埼
玉
県
美
術
展
覧
会

戸
田
競
艇
場
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,
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★� ★�
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○第27回関東日刊紙競艇記者クラブ杯(2/25～)�
☆ＧⅠ第23回女子王座決定戦(下関)

★ＳＧ第45回総理大臣杯(平和島)

●ＧⅠ戸田グランプリ開設53周年記念

３月の開催予定

心
身
障
が
い
児
者
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス

心
身
に
障
が
い
を
持
つ
方
の
社
会
・

日
常
生
活
を
送
る
手
助
け
を
す
る
た
め

に
、
さ
ま
ざ
ま
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
あ

り
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
の
ご
利
用
に
は
、
障
が
い

者
手
帳
な
ど
の
交
付
を
受
け
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

○
身
体
障
害
者
手
帳

▽
対
象
…
視
覚
、
聴
覚
、
音
声
・
言
語
、

そ
し
ゃ
く
機
能
、
肢
体
、
内
部(

心

臓
・
じ
ん
臓
・
呼
吸
器
・
ぼ
う
こ

う
・
直
腸
・
小
腸
・
肝
臓)

免
疫
機

能
に
障
が
い
の
あ
る
方

※
障
が
い
認
定
に
は
指
定
医
師
に
よ
る

診
断
書
が
必
要
で
す
。

○
療
育
手
帳(

み
ど
り
の
手
帳)

▽
対
象
…
知
的
発
達
に
障
が
い
の
あ
る
方

※
障
が
い
認
定
に
は
児
童
相
談
所
で
の

判
定
が
必
要
で
す
。

○
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

▽
対
象
…
精
神
に
障
が
い
の
あ
る
方

※
障
が
い
認
定
に
は
、
診
断
書
か
精
神

障
が
い
を
支
給
事
由
と
す
る
年
金
証

書
な
ど
の
写
し
が
必
要
で
す
。

障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
よ

り
、
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
を
、
原
則

と
し
て
費
用
の
１
割
負
担
で
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

利
用
希
望
の
方
は
、
市
役
所
窓
口
、

相
談
窓
口
な
ど
を
通
し
て
サ
ー
ビ
ス
の

支
給
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
サ
ー

ビ
ス
の
内
容
に
よ
っ
て
は
障
が
い
程
度

区
分
の
認
定
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
介
護
保
険
の
対
象
と
な
る
方

は
、
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス(

介
護
や

福
祉
用
具
の
貸
与)

が
優
先
さ
れ
ま
す
。

▽
介
護
給
付
…
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
の
派

障
害
者
自
立
支
援
法
の
サ
ー
ビ
ス

障
が
い
者
手
帳

遣
、
短
期
入
所
な
ど

▽
訓
練
等
給
付
…
就
労
移
行
支
援
な
ど

▽
補
そ
う
具
の
交
付
・
修
理(

注)

…
身

体
の
機
能
障
が
い
を
補
う
た
め
に
必
要

な
補
そ
う
具
を
交
付
・
修
理
し
ま
す
の

で
、
購
入
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
日
常
生
活
用
具
の
給
付(

注)

…
日
常

生
活
を
し
や
す
く
す
る
た
め
に
必
要

な
生
活
用
具
を
給
付
し
ま
す
の
で
、

購
入
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
移
動
支
援
事
業
…
円
滑
に
外
出
で
き
る
よ

う
、
付
き
添
い
な
ど
の
支
援
を
し
ま
す
。

▽
日
中
一
時
支
援
…
日
中
の
活
動
の
場

を
提
供
し
、
家
族
の
就
労
や
休
息
を

支
援
し
ま
す
。

▽
訪
問
入
浴
サ
ー
ビ
ス
事
業
…
事
業
者

が
自
宅
へ
浴
槽
を
持
っ
て
訪
問
し
、

入
浴
介
助
を
行
い
ま
す
。

▽
生
活
ホ
ー
ム
事
業
…
自
宅
で
の
生
活

が
困
難
な
方
に
居
室
の
提
供
を
し
、

生
活
を
支
援
し
ま
す
。

▽
ガ
ソ
リ
ン
費
助
成
…
使
用
し
た
ガ
ソ

リ
ン
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
、下
肢
、

体
幹
機
能
障
が
い

※
自
己
所
有
の
自
動
車
を
自
ら
運
転
す

る
重
度
心
身
障
が
い
者
、
20
歳
以
下

の
重
度
心
身
障
が
い
者
の
た
め
に
自

動
車
を
運
転
す
る
保
護
者(

福
祉
タ
ク

シ
ー
券
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
方)

▽
福
祉
タ
ク
シ
ー
券
の
交
付
…
タ
ク
シ

ー
を
利
用
し
た
時
に
料
金
の
一
部
を
助

成
す
る
タ
ク
シ
ー
券
を
交
付
し
ま
す
。

・
身
体
障
害
者
手
帳
が
１
・
２
級
の
方

・
療
育
手
帳
が
�
・
Ａ
の
方

※
ガ
ソ
リ
ン
費
助
成
を
受
け
て
い
な
い
方

▽
社
会
参
加
促
進
事
業
…
自
動
車
改
造

費
用
の
助
成
や
手
話
講
習
会
を
開
く

な
ど
、
社
会
参
加
を
促
進
し
ま
す
。

地
域
生
活
支
援
事
業

▽
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
事
業
…

手
話
通
訳
者
・
要
約
筆
記
奉
仕
員
の

派
遣
を
し
ま
す
。

▽
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
の
助
成
…

病
院
な
ど
で
診
療
を
受
け
た
と
き
に

支
払
っ
た
費
用
の
医
療
保
険
適
用
と

な
る
一
部
負
担
分
を
助
成
し
ま
す
。

・
身
体
障
害
者
手
帳
の
等
級
が
１
・

２
・
３
級
に
該
当
す
る
方
、
65
歳
以

上
で
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
等

に
よ
る
障
害
認
定
を
受
け
た
方

・
療
育
手
帳
が
�
・
Ａ
・
Ｂ
の
方

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
が
１
・

２
級
の
方
で
65
歳
以
上
の
後
期
高
齢

者
医
療
に
加
入
し
て
い
る
方

▽
特
別
障
害
者
手
当
…
在
宅
で
身
体
ま

た
は
精
神
の
重
度
障
が
い
に
よ
り
、

日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
特
別
の
介

護
を
要
す
る
状
態
に
あ
る
20
歳
以
上

の
方
に
支
給
し
ま
す
。

▽
障
害
児
福
祉
手
当
…
在
宅
の
20
歳
未

満
の
方
で
、
次
の
状
態
に
あ
る
方
に

支
給
し
ま
す
。

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
及
び
２
級
の
一
部
の
方

・
療
育
手
帳
�
相
当
の
方

・
前
記
と
同
等
の
障
が
い
を
有
す
る
方

▽
在
宅
重
度
心
身
障
が
い
者
手
当
…
在

宅
で
生
活
し
て
い
る
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
方

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た
は
２
級
の
方

・
療
育
手
帳
�
ま
た
は
Ａ
の
方

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
級
の
方

・
超
重
症
心
身
障
が
い
児

た
だ
し
、
障
害
児
福
祉
手
当
、
特
別

障
害
者
手
当
、
福
祉
手
当
の
受
給
者(

超

重
症
心
身
障
が
い
児
を
除
く)

は
除
く
。

▽
特
別
児
童
扶
養
手
当
…
20
歳
未
満

の
、
次
に
該
当
す
る
在
宅
重
度
心
身

障
が
い
児
を
養
育
し
て
い
る
方
に
支

給
し
ま
す
。

・
身
体
障
害
者
手
帳
が
１
級
、
２
級
及

び
３
級
の
一
部

・
療
育
手
帳(

み
ど
り
の
手
帳)

が
�
、

医
療
費
の
助
成
・
各
種
手
当

Ａ
、
Ｂ
の
一
部

※
各
種
手
当
に
は
所
得
制
限
等
が
あ
り
ま
す
。

▽
有
料
道
路
通
行
料
金
の
割
引
…
各
高

速
道
路
会
社
な
ど
が
管
理
す
る
有
料

道
路
を
利
用
す
る
と
き
、
通
行
料
金

が
割
引
に
な
り
ま
す
。

・
身
体
障
が
い
者
本
人
が
運
転
す
る
と
き

・
重
度
の
身
体
障
が
い
者
・
知
的
障
が

い
者
が
乗
車
し
、
そ
の
移
動
の
た
め

介
護
者
が
運
転
す
る
場
合

▽
Ｎ
Ｈ
Ｋ
受
信
料
の
減
免

・
半
額
減
免
…
世
帯
主
が
次
の
①
か
ら

③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
障
が
い
の
等
級
が
１
・
２
級
の
方
お

よ
び
視
覚
障
が
い
聴
覚
障
が
い
を
お

持
ち
の
方

②
療
育
手
帳
を
お
持
ち
の
方

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
お
持

ち
の
方
で
１
級
に
該
当
す
る
方

・
全
額
減
免
…
身
体
障
害
者
手
帳
、
療

育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

を
お
持
ち
の
方
が
い
る
世
帯
で
、
世
帯

全
員
が
市
町
村
民
税
非
課
税
の
場
合

相

談

窓

口

在
宅
の
障
が
い
者
や
そ
の
家
族
か
ら

の
日
常
生
活
や
社
会
生
活
・
就
業
・

医
療
・
福
祉
な
ど
の
相
談
に
対
し
、

助
言
や
情
報
提
供
を
行
い
ま
す
。

▽
社
会
福
祉
課(

内
線
１
５
３
）

〈
Ｆ
Ａ
Ｘ(

５
６
３)

４
５
８
１
〉

▽
北
埼
玉
障
害
者
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
　

・
身
体
に
障
が
い
の
あ
る
方

(

羽
生
市
上
川
俣
１
４
８
６
は
く
ち
ょ
う
園
内
）

(
�(

５
６
０)

３
４
１
１)

〈
Ｆ
Ａ
Ｘ(

５
６
０)

３
４
１
２
〉

・
知
的
・
精
神
に
障
が
い
の
あ
る
方

(

羽
生
市
中
央
３
―
４
―
７
）

※
水
曜
日
・
祝
日
は
お
休
み

(

�(

５
６
０)

０
２
９
４)

〈
Ｆ
Ａ
Ｘ(

５
６
０)

０
２
９
５
〉

(

注)

対
象
種
目
に
よ
り
障
が
い
名
、
等

級
、
世
帯
構
成
、
年
齢
な
ど
に
よ
る

制
限
が
あ
り
ま
す
。

減
免
・
割
引




